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令和２年第１０回平取町議会定例会 （開 会 午前９時３０分）

議長 皆さんおはようございます。ただいまより本日の会議を開きます。ただいまの
出席議員は１２名で会議は成立いたします。
日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第１
２２条の規定によって３番四戸議員と４番中川議員を指名します。
日程第２、諮問第１号人権擁護委員の推薦についてを議題とします。諮問にあ
たり町長の説明を求めます。町長。

町長 諮問第１号人権擁護委員の推薦について、人権擁護委員法第６条第３項の規定
により議会の意見を求めるものでございます。このたびは２名の方を推薦させ
ていただくもので、お１人目は住所、平取町本町１０２番地４、杉岡良子氏、
生年月日昭和２４年３月２８日７１歳でございます。お２人目は住所、平取町
字二風谷７４番地４、貝澤徹氏、生年月日昭和３３年９月１１日６２歳でござ
います。次のページをご覧下さい。お２人の経歴概要でございます。杉岡良子
氏は昭和４２年３月に北海道富川高校を卒業され、国際観光株式会社、富川農
業協同組合、養護学校寄宿舎臨時指導員などを務められ、平成２６年４月から
平取町ホームヘルパー推進会の会長を務められ、平成２７年４月から人権擁護
委員を２期務められております。今回３期目として推薦をするものでございま
す。次のページでございます。お２人目、貝澤徹氏は昭和５２年３月に北海道
日本大学附属高校を卒業され、地元に戻りお父様の経営するつとむ民芸店に勤
務されました。平成１０年５月には独立いたしまして北の工房つとむを経営し
ております。公職としましては平成１３年４月から平取町文化財審議会委員、
平成２２年４月からは平取町アイヌ協会監事も務められております。現西島達
夫委員の後任となる方として推薦をするものでございます。お２人とも人格識
見高く広く社会の実情に通じ人権擁護について理解があり、適任と考え推薦す
るものでございますのでご意見を賜りたいと存じます。以上です。

議長 説明が終わりましたのでこれから質疑を行います。質疑はありませんか。
（質疑なしの声）
質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論ありませんか。
（討論なしの声）
討論なしと認めます。それでは採決を行います。本件は２名の推薦答申が求め
られておりますので採決は１名ずつ行います。人権擁護委員として杉岡良子氏
を推薦することとして答申することに賛成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。次に人権擁護委員として貝澤徹氏を推薦することとして答申す
ることに賛成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
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挙手多数です。従って杉岡良子氏、貝澤徹氏を推薦することとして答申するこ
とに決定いたしました。
日程第３、議案第１号平取町議会議員及び平取町長の選挙における選挙運動の
公営に関する条例の制定についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。
総務課長。

総務課長 議案第１号平取町議会議員及び平取町長の選挙における選挙運動の公営に関す
る条例の制定についてご説明申し上げますので、事前に配布しております説明
資料をご覧願います。今回の提案理由については公職選挙法の一部を改正する
法律が令和２年６月１２日に公布され、公布の日から起算して６ヵ月を経過し
た日である同年１２月１２日から施行されたことに伴い、町村選挙における立
候補に係る環境を改善するため選挙公営の対象を拡大すると共に、町村議会議
員の選挙においても供託金制度を導入するなど改正法に準じて新たに条例を制
定するものであります。今回の改正法の内容につきましては、１つは町村議会
議員選挙及び町村長選挙における選挙公営の拡大であります。これは、これま
で選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの
作成に係る費用については市議会議員選挙及び市長選挙までにしか選挙公営の
対象としておりませんでしたが、町村合併の進行による選挙運動区域が拡大し
たことや多様な人材の議会参加を促進する必要性が高まったことから、各町村
が条例で定める一定金額の範囲内において、その費用を公費負担の対象とする
ものであります。２つ目は町村議会議員選挙におけるビラ頒布の解禁でありま
す。これは、これまで町村議会議員選挙におけるビラの頒布については公職選
挙法上禁止されておりましたが、今般の改正法により上限枚数１，６００枚ま
でビラの頒布を可能にしたものであります。なおビラの種類、頒布方法、規格
等については現行の公職選挙法における市議会議員選挙と同様にするものであ
ります。３つ目は、町村議会議員選挙における供託金制度の導入であります。
これは町村議会議員選挙における選挙公営の対象拡大に伴う措置として、町村
議会議員選挙においても供託金制度を導入することとし、その金額を１５万円
にするものであります。なお供託物の没収点については、現行の公職選挙法に
おける市議会議員選挙と同様にするものであります。４つ目の施行期日につい
ては、改正法の公布の日から起算して６ヵ月を経過した日から施行するもので
あります。続きまして説明資料の裏面をご覧願います。町村選挙における公営
拡大と供託金導入については先程、ご説明致しました町村長選挙及び町村議会
議員選挙における選挙公営の状況と供託金制度など、今般の改正法の内容を一
覧表にしたものであります。次に公費負担の対象と上限額についてご説明致し
ます。この表は公費負担に係る１日又は１枚当たりの限度額とその上限金額を
それぞれ記載したものでありまして、選挙運動用自動車の使用については一般
運送契約とそれ以外の契約とに分かれ、候補者においてどちらか一つを選択し
て頂くものであります。この一般運送契約は、候補者と道路運送法第３条第１
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号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業者との契約でなければならず、ハ
イヤーなどの借上げを言うものであります。また、それ以外の契約についても
レンタルなどの自動車の借入れ、燃料の供給、運転手の雇用など、候補者がそ
れぞれ個別に有償契約する必要があり、この場合、契約相手が生計を一にする
親族であるときはその者が当該契約に係る業務を業として行う者に限るもので
あり、いずれも公費負担の対象となるのは、選挙運動期間内に限られておりま
して、それ以外の期間の借入代金は公費負担の対象外となるものであります。
次に選挙運動用ビラの作成については、町村議会議員選挙の場合は１，６００
枚、町村長選挙の場合は５，０００枚とそれぞれ上限枚数が定められており、
ビラ１枚当たりの作成単価に印刷枚数を乗じて得た金額が上限金額となるもの
でありまして、また、選挙運動用ポスターの作成についても同様にポスター１
枚当たりの作成単価に当該選挙のポスター掲示場の数を乗じて得た金額が上限
金額となるものでありますが、公費負担の対象となるのは実際に要した費用が
上限金額を超えている場合はその上限金額を、また上限金額に満たない場合は
実際に要した費用を公費にて負担するものであり、いずれの場合も各業者との
契約が必要になるものでありまして先程、ご説明致しました選挙運動用自動車
の使用についても同様であります。なお、附則と致しましてこの条例は、公職
選挙法の一部を改正する法律の施行の日から施行するものであり、また、この
条例の規定はこの条例の施行の日以後、その期日を告示される選挙について適
用しこの条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については従
前の例によるとするものであります。以上、議案第１号平取町議会議員及び平
取町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例についてご説明申し上げま
したのでご審議の程、宜しくお願い致します。 

議長 説明が終わりましたのでこれから質疑を行います。質疑はありませんか。９番
鈴木議員。

９番
鈴木議員

９番鈴木です。町長そして町議会の選挙に関してということで今説明があった
ところであります。ただ公営ということについては、私は結構なことだという
ふうには思っているんですけど、公営とこの供託金セットということで今度、
一律１５万ということの話であります。ただ全国的にといいますか、本当に我
が町も今の改選時におきましては、本当に定数だけということで久しぶりに無
競争という形になりましたけど、やっぱりこうなかなかに成り手不足と言われ
る中で供託金を１５万設定するということ自体が本当に必要なのかという議論
も含めてもっとすべきじゃないのかなということがあります。それと今回この
提案が前回の総務常任委員会で提案されて、いきなり本会議でこう来たという
ふうに思うんですけれども、やっぱり町民に対してきちんと説明をして誰もが
立候補する権利はあるわけですから、そうなることについての意見を求めた上
で十分な周知があって町民もいいと言っているなという状況のもとで提案され
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るのが本来かなというふうに思います。そういうことで議会のほうも今日これ
から本会議が終わった後、政策会議という形の中で議員定数について協議を始
めるということになります。改選前も議会で協議し、そして住民の皆さん３ヶ
所で懇談をして最終的に現行のままいこうというのが、あのときは確か６対６
ということで、それでは現行のままでいきましょうということに決定したとい
う経過があります。それと同じでやっぱりこう議会のほうの選挙の前にはそう
いうことで定数の関係、必ず住民の方々と話をするという機会を設ける。その
中で、またこういうことについても協議する機会といいますか、住民に説明す
るというか、意見をもらう機会というのは設けられるのではないかという思い
も持っています。そういうことから、こんなに急いで町長選挙も終わったばか
りのこの時点で提案されるのは時期尚早じゃないのかというふうに思いますけ
れどもそれについて伺いたいと思います。

議長 総務課長。

総務課長 今回の条例提案につきましては先ほどご説明したとおり、選挙公営が拡大した
ことによる供託金制度の導入というふうに捉えておりまして、また管内におき
ましても７町全て今回の条例を制定しているという状況になっておりますの
で、議員のご指摘のとおり町民に対しての説明の部分などがあろうかとは思い
ますが、管内足並みを揃えた中で進めていきたいなと考えております。

議長 ９番鈴木議員。

９番
鈴木議員

今の説明の中で管内各町が決めたから平取も決めましょうと、これ本来、姿勢
的に違うんじゃないですか。やっぱりきちんと住民の意見を拾ってやるという
姿勢そのものが全面になかったら、町民の皆さん誰だって議員に立候補する権
利はあるんですよ、その選挙権がある人はね。その人たちにどういうものかと
いうことも説明もなしにやる、それはある意味、議会のほうもこのまま決めて
いくとなれば、決定機関は議会だとは言いながらやっぱりそういうことについ
ては町民との合意の上で出すという機会があって当然だと思うんですよ。そう
いうことから今回については少し時間をおいて、そしてそういう機会を設けて
から出すという考えに変わらないのかなというふうに思うわけですけれども、
どうしても今回提案すると、提案しているからあれですけれども、今回でなけ
ればならないというしっかりした理由というのは何か特別にあるのかどうなの
か伺います。

議長 総務課長。

総務課長 今回の条例提案につきましては公職選挙法の一部が改正されたということがベ
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ースになっております。先ほどもご説明いたしましたが、確かに議員の成り手
不足だとかそういう問題が全国で発生しております。これに伴いまして、やは
り候補者が立候補しやすい環境づくりをするために今回、選挙公営の拡大を図
ったところでございます。その一つで供託金制度の導入も加味されてはおりま
すが、現状の立候補にかかる環境はかなり軽減されるのではないかと考えます。
今回の提案のとおり選挙運動用の自動車やポスター、ビラなどの経費の一部が
公費負担となりますので、立候補の方につきましては立候補しやすい環境にな
るものと信じておりますので、その点からいきましても今回の提案を出したと
ころでございます。

議長 ほかに質疑ございませんか。
（質疑なしの声）
なければ以上で質疑を終了いたします。次に討論を行います。反対討論はあり
ませんか。９番鈴木議員。

９番
鈴木議員

今、質疑の中で言いましたけれど、やはりこのことについては我々議会といい
ますか、議員だけが知って、そして決めていいということではなくてやっぱり
定数の関係もこれから議会の中、議員同士で検討しながら最終的にはやはり町
民の皆さんの意見をいただきながらという経過を踏まえていくのと同じよう
に、こうした立候補に関わることについてはきちんと住民の皆さんにも説明を
して、特に公営になること自体はいいんですけれども、公営化と一緒にこの供
託金１５万というのが本当にいいのかと。そのことについては町民の皆さんの
意見も十分聞いた上で、議会としても納得いく形でこの次の提案には反映した
いなというふうに思うところがありますので、今回の提案については、私は反
対をいたします。

議長 ほかに、賛成討論はございませんか。２番高山議員。

２番
高山議員

２番高山です。私は供託金が今回あれしたということにはなるんですけれども、
供託金については一定程度のパーセンテージの中でということで、ほとんど町
議もそうですし町長選も含めて、供託金を没収されるというような事例は過去
にはないような、大きなところではあれですけれども、却ってこういった形の
中でやった場合については広く、今回は経費がかからないわけですから一定程
度、供託金についても戻ってくるという形の中であれば、それは町民に対して
広くこの選挙に参加できるそういう体制が整ったのかなというふうに私は感じ
ています。ですから、こういう内容が決まればそういった意味ではなるべく早
く、地域のそういう予定をしている方々もいらっしゃるかもしれませんけれど
も、広く周知を徹底するような形であれば特に問題はないかなと思いますので、
私はこの条例提案に賛成をいたしたいと思います。
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議長 ほかに賛成討論、反対討論ある議員はおりませんか。それでは討論をこれで打
切ります。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決定すること
に賛成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。従って日程第３、議案第１号平取町議会議員及び平取町長の選
挙における選挙運動の公営に関する条例の制定については原案のとおり可決い
たしました。
日程第４、議案第２号平取町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につい
てを議題いたします。提案理由の説明を求めます。税務課長。

税務課長 議案第２号平取町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてをご説明
申し上げます。議案書９ページをご覧願います。平取町国民健康保険税条例の
一部を改正する条例について地方自治法第９６条の規定に基づき議会の議決を
求めようとするものであります。改正理由は国民健康保険税の減額に係る所得
の基準等について地方税法施行令の一部を改正する政令（令和２年政令第２６
４号）による基礎控除額相当分の基準額を４３万円に引き上げるなどの改正に
伴い、条例の改正を行う必要があるため改正するものであります。１０ページ
が改正条文となりますが改正内容につきましては１１ページの新旧対照表によ
りご説明いたします。１１ページをご覧願います。新旧対照表の右側が現行の
条例文、左側が改正後の条例案となります。平取町国民健康保険税条例の第２
２条の改正になりますが、この条項は保険税の減額の規定になります。第２２
条第１号中「３３万円」を「４３万円」とし次の条文を追加いたします。「（納
税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所
属者のうち給与所得を有する者（前年中に法第７０３条の５に規定する総所得
金額に係る所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給
与所得について同条第３項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者（同条
第１項に規定する給与等の収入金額が５５万円を超えるものに限る。）をいう。
以下この号において同じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有する者（前年中
に法第７０３条の５に規定する総所得金額に係る所得税法第３５条第３項に規
定する公的年金等に係る所得について同条第４項に規定する公的年金等控除額
の控除を受けた者（年齢６５歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額
が６０万円を超えるものに限り、年齢６５歳以上の者にあっては当該公的年金
等の収入金額が１１０万円を超えるものに限る。）をいい、給与所得を有する者
を除く。）の数の合計（以下この条において「給与所得者等の数」という。）が
２つ以上の場合にあっては、４３万円に当該給与所得者等の数から１を減じた
数に１０万円を乗じて得た金額を加算した金額）」が追加になります。次、第２
２条の第２号と第３号は同じ改正文になります。「３３万円」を「４３万円」と
し次の条文を追加いたします。「（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康
保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場
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合にあっては、４３万円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円
を乗じて得た金額を加算した金額）」を追加になります。次に附則の改正ですが、
附則第２号中「所得税法（昭和４０年法律第３３号）」を「所得税法」に改め、
同条中「法第７０３条の５に規定する総所得金額」の次に「及び山林所得金額」
を加え、「、「法」の句読点を削除し「「法」のみとし、この文面の最後の箇所の
「とする。）」」を「とする。）及び山林所得金額」と、「１１０万円」とあるのは
「１２５万円」」に改めます。議案書１０ページにお戻り附則をご覧下さい。附
則では施行期日及び適用区分を定めております。１号、この条例は令和３年１
月１日から施行するものです。２号、この条例による改正後の平取町国民健康
保険税条例の規定は、令和３年度以後の年度分の国民保険税について適用し、
令和２年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるとなりま
す。以上で説明を終了いたします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議長 説明が終わりましたのでこれから質疑を行います。質疑はありませんか。
（質疑なしの声）
質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。
（討論なしの声）
討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決
定することに賛成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。従って日程第４、議案第２号平取町国民健康保険税条例の一部
を改正する条例については原案のとおり可決しました。
日程第５、議案第３号平取町介護保険条例の一部を改正する条例についてを議
題とします。提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。

保 健福 祉
課長

議案第３号平取町介護保険条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げ
ますので議案書１４ページをお開き願います。平取町介護保険条例の一部を改
正する条例につきまして地方自治法第９６条の規定に基づき議会の議決を求め
るものであります。次のページをご覧下さい。平取町介護保険条例（平成１２
年平取町条例第９号）の一部を次のとおり改正するものであります。今回の改
正理由につきましては令和２年３月３１日に公布された地方税法等の一部を改
正する法律により特例基準割合の用語の見直しが行われ、延滞金特例基準割合
と改められたため文言の見直しを行うものであります。なお割合については変
更ありません。これらの改正の施行日は令和３年１月１日です。それでは改正
内容についてご説明申し上げますので１６ページの新旧対照表をご覧願いま
す。新旧対照表の右側が現行の条例文、左側が改正案となり、下線の箇所をそ
れぞれ改正するものでございます。附則第８条中「特例基準割合（当該年の前
年に」を「延滞金特例基準割合（平均貸付割合（」に、「の規定により告示され
た割合」を「に規定する平均貸付割合をいう。）」に改めます。「（以下この条に
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おいて「特例基準割合適用年」という。）」を削り、「当該特例基準割合適用年に
おける」を「その年における延滞金」に改めます。「、当該」の次に「延滞金」
を加えるものであります。以上、平取町介護保険条例の一部を改正する条例に
ついてご説明いたしましたので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議長 説明が終わりましたのでこれから質疑を行います。質疑はありませんか。９番
鈴木議員。

９番
鈴木議員

９番鈴木です。パーセントについては変更があるわけではないという説明であ
りますのであれなんですけれども、私は常にこの１４．６パーセントという数
字そのものを７．３パーセントにあれしてでも、そうなんですけど今の預金金
利等に比べて、いくら罰則性を持っているからといって非常に高過ぎないのか
という考え方を常に持っております。そういう条例で制定する、これは国の地
方税法と今言ったと思いますので、確かにそれは従うという形で提案されてい
るということについてはそれなりに理解はしますけれども、実際こういう形で
ここであれですけど適用して徴収したという形、実際今とられているのかどう
なのかというそのことについてはどうなのか伺いたいなと思います。

議長 保健福祉課長。

保 健福 祉
課長

鈴木議員の質問にお答えいたします。介護保険に関しましては現在のところ適
用基準を適用した延滞金を徴収したことはありません。

議長 ほかに質疑はございませんか。
（質疑なしの声）
これで質疑を終了します。次に討論を行います。反対討論はありませんか。
（討論なしの声）
討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決
定することに賛成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。従って日程第５、議案第３号平取町介護保険条例の一部を改正
する条例については原案のとおり可決しました。
日程第６、議案第４号平取町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条
例についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。町民課長。

町民課長 それでは議案第４号平取町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例
についてご説明申し上げますので、議案書１８ページをお開き願います。今回
の改正理由につきましては先ほどの議案３号と同様の理由になりますが、令和
２年３月３１日に公布された地方税法等の一部を改正する法律により特例基準
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割合の用語の見直しが行われ延滞金特例基準割合と改められ、また計算の前提
となる割合が新たに平均貸付割合と規定されたため文言の見直しを行うもので
あります。なお割合については変更ございません。これらの改正の施行日は令
和３年１月１日です。改正の具体的内容について申し上げますので１９ページ
の新旧対照表の下線の部分においてご説明をさせていただきます。附則第３条
中「特例基準割合（当該年の前年に」の部分を「延滞金特例基準割合（平均貸
付割合（」に改め、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付け
割合をいう。）」に改め、「（以下この条において「特例基準割合適用年」をいう。）」
の部分を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合に」
を「延滞金特例基準割合に」に改めるものでございます。以上、議案第４号に
ついてご説明申し上げますのでご審議のほどよろしくお願いいたします。

議長 これから質疑を行います。質疑はございませんか。
（質疑なしの声）
質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。
（討論なしの声）
討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決
定することに賛成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。従って日程第６、議案第４号平取町後期高齢者医療に関する条
例の一部を改正する条例については原案のとおり可決しました。
日程第７、議案第５号工事契約の変更についてを議題とします。提案理由の説
明を求めます。建設水道課長。

建 設水 道
課長

議案書２０ページをご覧願います。議案第５号工事請負契約の変更についてご
説明申し上げます。令和２年第２回平取町町議会定例会において議決を得た議
案第３０号奥地林道二風谷線災害復旧工事（１号箇所）の工事請負契約の締結
についての一部を次のように変更したいため議会の議決を得るものでございま
す。請負金額１億９９１０万円を増額し２億８２１万２００円に変更するもの
でございます。この箇所につきましては平成２８年８月の豪雨に起因する地滑
り災害の場所であります。その後の観測期間を経て地滑り終息後の平成２９年
１１月に災害査定を受け、平成３０年４月より災害復旧工事に着手しておりま
したが平成３０年９月に発生した北海道胆振東部地震により新たに地滑りが発
生し、工事箇所が被災したため工事を一旦中止し２度目の観測、収束期間を経
て令和元年１１月に災害査定を受け令和２年４月より災害復旧工事に着手して
おりました。工事測量を行った結果、調査時点より法面が増破していることが
判明したため数量等を精査し設計変更するものでございます。主な変更内容と
いたしましては切土工、法面保護工、伐根処理費等が増額になったことによる
ものでございます。以上、ご説明申し上げましたのでご審議のほどよろしくお
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願いします。

議長 これから質疑を行います。質疑はございませんか。
（質疑なしの声）
質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。
（討論なしの声）
討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決
定することに賛成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。従って日程第７、議案第５号工事請負契約の変更については原
案のとおり可決しました。
日程第８、議案第６号工事請負契約の変更についてを議題とします。提案理由
の説明を求めます。まちづくり課長。

ま ちづ く
り課長

それでは議案２１ページをご覧下さい。議案第６号工事請負契約の変更につい
てご説明申し上げます。令和２年第５回平取町議会定例会において議決を得ま
した議案第７号平取町木質バイオマス活用防災設備建設工事の工事請負契約の
締結についての一部を次のように変更したいため議会の議決を得るものでござ
います。請負金額２億５０２５万円を４６０万９千円増額し２億５４８４万９
千円に変更するものでございます。本工事につきましては令和２年６月に建設
工事に着手しておりますが、建屋の工事を進めていたところ用地から旧国保病
院の基礎であったと推察される埋設コンクリートが相当量を確認されたこと、
また電力会社と商業電力との連携に関わる結線についての協議の結果、系統連
携に必要な配電線の規格延長に変更が生じたため設計数量を精査し増額設計変
更しようとするものです。主な変更内容といたしましては既存埋設コンクリー
ト撤去２８．７３立方メートル、コンクリートがら運搬産業廃棄物処理６６．
０７本、土砂掘削発生土運搬１５０立方メートル、発電電力送電ルート変更に
伴うケーブルの仕様変更及び延長の変更、分電盤及び制御箱この追加でござい
ます。なおこの工事の請負契約者は有限会社楠建設、代表取締役楠木昌史氏で
あります。以上、ご説明申し上げましたのでご審議のほどをよろしくお願いい
たします。

議長 これから質疑を行います。質疑はございませんか。
（質疑なしの声）
質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。
（討論なしの声）
討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決
定することに賛成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
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挙手多数です。従って日程第８、議案第６号工事請負契約の変更については原
案のとおり可決しました。
日程第９、議案第１２号財産の取得についてを議題とします。提案理由の説明
を求めます。生涯学習課長。

生 涯学 習
課長

それでは議案第１２号財産の取得についてご説明申し上げます。本日お配りし
ております追加議案をご覧下さい。本件につきましては議会の議決に付すべき
契約及び財産の取得または処分に関する条例第３条の規定によりまして、取得
する財産の価格が１０００万以上となることから議会の議決を得ようとするも
のです。今回取得する財産は小学校教育用の電子黒板システムなどの情報通信
機器でありまして、詳細につきましては議案の裏面に記載のとおりでございま
す。各学校で使用する電子通信機器でございまして、取得金額につきましては
総額で１０９０万７０５０円でございます。取得の相手方は札幌市中央区大通
東７丁目１２の３３、北海道日興通信株式会社代表取締役鈴木範夫氏でござい
ます。以上、ご説明いたしましたのでご審議のほどよろしくお願いいたします。

議長 説明が終わりましたのでこれから質疑を行います。質疑はありませんか。
（質疑なしの声）
質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論ありませんか。
（討論なしの声）
討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決
定することに賛成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。従って日程第９、議案第１２号財産の取得については原案のと
おり可決しました。
日程第１０、報告第１号専決処分報告についてを議題とします。専決処分内容
について説明を求めます。総務課長。

総務課長 報告第１号専決処分報告についてご説明致しますので議案書６６ページをお開
き下さい。令和２年度平取町一般会計補正予算について専決処分致しましたの
で、地方自治法第１７９条第３項の規定により議会に報告し承認を求めるもの
でございます。６８ページをお開き下さい。令和２年度平取町一般会計補正予
算（第１１号）は次に定めるところによるとするものであります。第１条歳入
歳出予算の補正でありますが、歳入歳出予算の総額にそれぞれ１９８万円を追
加し、歳入歳出予算の総額を７８億６２２４万４千円にしたものです。第２項
で歳入歳出予算の補正における款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正
後の歳入歳出予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」によるとするものであ
ります。それでは「歳入歳出予算事項別明細書」の歳出からご説明致しますの
で７２ページをお開き下さい。２款１項１目一般管理費１２節委託料１９８万
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円の増額です。これは当町において１１月３０日に新型コロナウイルス感染症
の陽性者が発生したことから保健所による疫学調査が開始され、１２月１日に
濃厚接触者と低リスク者が認定され、翌２日から３日にかけてＰＣＲ検査を実
施したところでありますが、保健所の調査の結果、役場本庁舎の職員が濃厚接
触者と低リスク者に多数認定されたことから更なる感染拡大が想定されたこと
や、また町職員に対する町民の不安を解消するため町単独検査として１５０名
分のＰＣＲ検査料１９８万円の補正を地方自治法第１７９条第１項の規定に基
づき専決処分させて頂いたところであります。歳出については、以上でござい
ます。次に歳入につきましてご説明致しますので７１ページをお開き下さい。
２０款１項１目繰越金繰越金１９８万円の増額です。これは只今、ご説明致し
ました町職員などを対象にＰＣＲ検査を実施したものでありまして、その補正
財源は前年度繰越金を充当したものであります。歳入歳出予算事項別明細書に
つきましては以上です。本事案につきましてはその対応に緊急を要したことか
ら、地方自治法第１７９条第１項の規定により１２月２日に町長による専決処
分を行ったもので同条第３項の規定に基づき、その後に開かれた直近の議会で
ある本定例会において、これを報告し承認を求めようとするものであります。
以上、報告第１号専決処分報告についてご説明申し上げましたのでご承認下さ
いますよう宜しくお願い致します。 

議長 説明が終わりましたのでこれから質疑を行います。質疑はございませんか。
（質疑なしの声）
質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。
（討論なしの声）
討論なしと認めます。それでは採決を行います。本報告について報告どおり承
認することに賛成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。従って日程第１０、報告第１号専決処分については報告のとお
り承認しました。
日程第１１、議案第７号令和２年度平取町一般会計補正予算第１２号について
を議題とします。提案理由の説明を求めます。総務課長。長くなると思います
ので座って説明しても結構です。

総務課長 議案第７号「令和２年度平取町一般会計補正予算（第１２号）」につきましてご
説明致しますので２２ページをお開き下さい。令和２年度平取町一般会計補正
予算（第１２号）は次に定めるところによるものとします。第１条歳入歳出予
算の補正ですが、歳入歳出予算の総額から、それぞれ１億２０９９万６千円を
減額し歳入歳出予算の総額を７７７億４１２４万８千円にしようとするもので
す。第２項で歳入歳出予算の補正における款項の区分及び当該区分ごとの金額
並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」によるもの
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としています。また第２条で地方債の変更は「第２表地方債補正」によるとす
るものです。それでは「歳入歳出予算事項別明細書」の歳出からご説明致しま
すので３３ページをお開き下さい。今回の補正については一般財源から新型コ
ロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金への財源振替や事業中止などによ
るアイヌ政策推進交付金の減額、また新型コロナウイルス感染症緊急包括支援
交付金に係る歳入の科目替えと人事院勧告に伴う人件費や木質バイオマス関連
事業など必要な予算を補正するものです。２款１項１目一般管理費９３０万２
千円の減額です。１節報酬７２７万円の増額です。これは当初予算において外
国語指導助手２名の人件費を会計年度任用職員のフルタイムとしておりました
が勤務形態からパートタイムが適当であることから、その支出科目を給料から
報酬に振り替えたことによる増額であります。２節給料１１５３万５千円の減
額です。特別職については副町長退任による不在期間分の減額であります。一
般職については衛生組合からの派遣による増額分、副町長就任による一般職の
減額分、育児休業による減額分と職員の退職などによる減額であります。会計
年度任用職員については、これは９月から畜産係に採用しました職員の増額分
と先程ご説明致しました外国語指導助手の人件費の科目替えによる減額分で総
額６００万円の減額であります。任期付職員については当初、予算措置してお
りました保育士が昨年３月末に退職したことから、その予算額を基にして４月
に保育士１名を新規採用しましたが、自己都合により７月末で退職し、８月に
新たな保育士１名を採用したことから当初予算との差額分を減額するもので
す。３節職員手当１２７万８千円の減額です。期末手当については衛生組合か
らの派遣による増額分、副町長退任による減額と就任による一般職の減額分、
人事院勧告における期末手当支給割合の引下げによる減額分と職員の退職など
による減額であります。勤勉手当については衛生組合からの派遣による増額分、
副町長就任による一般職の減額分、育児休業による減額分、職員の退職による
減額分と任期付職員の採用・退職などによる減額であります。時間外勤務手当
については特別定額給付金、子育て世帯への臨時特別給付金、及び各種計画の
策定業務などの対応により当初予算に不足が生じすることから増額するもので
す。４節共済費２４１万２千円の減額です。これは市町村職員共済組合に対す
る負担金であり、人事異動による会計間異動の減額分と人事院勧告による期末
手当支給割合の引下げなどによる減額であります。１８節負担金補助及び交付
金１３４万７千円の減額です。退職手当組合負担金については衛生組合からの
派遣による増額分、副町長退任による減額と就任による一般職の減額分、育児
休業による減額分と職員の退職などによる減額であります。３４ページをお開
き下さい。２款１項９目企画費１３５１万５千円を増額するものです。１０節
需用費１６１万２千円の増額です。これは令和３年２月から木質バイオマスセ
ンターの試験運行に伴い、サイロへ燃料を投入するホイールローダーと木質チ
ップなどの燃料費の他に水道や電気など試験運行に必要な経費を増額するもの
です。１１節役務費６万５千円の増額です。これは只今、ご説明致しましたホ
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イールローダーに係る自賠責保険と任意保険などの保険料であります。１２節
委託料２８４万１千円の減額です。木質バイオマス燃料利活用可能性調査は当
初、流木等を燃料とした場合の可能性を検証するためその調査費を計上してお
りましたが、今回、その燃料として木質チップの確保が可能となったことから
その事業費を減額するものです。また苫小牧圏通学等調査運行業務については
ＪＲ日高線の廃線に伴い、苫小牧圏に通学する学生などを対象に意向調査を実
施するため、９月補正（第８号）において一般財源を充当しておりましたが、
本事業がコロナ臨時交付金に採択されたことから、その財源を一般財源からコ
ロナ臨時交付金に振り替えるものです。１３節使用料及び賃借料１１万６千円
の増額です。これは先程、ご説明致しました木質バイオマスセンターで使用す
るホイールローダーのリース料であります。１４節工事請負費４１５万９千円
の増額です。これは木質バイオマス活用防災設備等整備において、送電ルート
の変更によるケーブルの延長や建屋基礎工事における旧国保病院の基礎コンク
リートの解体処理などが新たに発生したことに伴い当該事業を変更したことに
よる増額であります。１７節備品購入費４００万円の減額です。これは当初、
木質バイオマスの燃料として流木等を想定し、その流木等を粉砕するためチッ
パー機１台を購入する計画でありましたが、木質バイオマスの代替え燃料とし
て木質チップの確保が可能となったことからその事業費を減額するものです。
１８節負担金補助及び交付金１４４０万４千円の増額です。生活交通確保対策
事業費は道南バスが運行する生活路線を維持し住民の足を確保するため当初予
算において２７００万円を計上しておりましたが、新型コロナの影響によりバ
ス利用者が減少し収支に不足が生じたことから、その赤字分を補填するもので
す。なお、財源については過疎対策事業債を充当するものであります。民間賃
貸共同住宅整備費については民間資金を活用してアパート建設などを助成する
ため、当初予算で１２戸分の２４００万円、６月補正では５戸分の１４００万
円を追加しておりましたが、この度、新たに１ＬＤＫ４戸分の申請がありまし
たのでその助成額を増額するものです。起業化支援対策については新たに起業
を目指す者に対し、その事業に必要な経費を支援するため、１件１００万円を
計上しておりましたが、この度、町内法人から２件の申請がありましたのでそ
の補助金額を増額するものです。３５ページをお開き下さい。上段、２款１項
１２目イオル推進対策費１２節委託料１８５２万２千円の減額です。自然素材
モニタリング調査及びイオル整備推進業務については、アイヌの人々の誇りが
尊重される社会の実現を目指すため、当初予算においてアイヌ交付金を財源充
当しておりましたが、本事業に係る交付決定額が減額されたことからその不用
額を減額するものです。続いて下段、２款２項２目賦課徴収費１５０万円の減
額です。１１節役務費７万６千円の減額、１７節備品購入費１４１万７千円の
減額、２６節公課費７千円の減額であります。この事業は、９月補正において
コロナ臨時交付金で申請した納税相談用車両購入事業が不採択となったことか
らその事業費を減額するものです。３６ページをお開き下さい。上段、３款１
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項１目社会福祉総務費１２節委託料５２，２９１千円の減額です。議案書に記
載しておりますイオル文化交流センター建設調査設計事業から大学間連携共同
推進事業までの６事業については、当初予算においてアイヌ交付金を財源充当
しておりましたが、本事業に係る交付決定額が減額されたことからその不用額
を減額するものです。なお、イランカラプテ音楽祭事業については新型コロナ
の感染防止のため、事業を中止したことからその事業費を全額減額するもので
す。また障がい者自立支援給付システム改修事業については令和３年４月施行
の制度改正に伴い報酬単価などのシステム改修が必要になることから、その改
修費用を増額するものです。続いて下段、３款１項２目老人福祉費２７節繰出
金８１万円の増額です。介護保険特別会計繰出金は介護保険システムの改修費
２０１万３千円から国庫補助金などの特定財源８８万円を控除した１１３万３
千円を増額し、また包括支援事業として新たに国から保険者努力支援交付金９
３万６千円が交付されることからその交付金相当分を減額し、総額１９万７千
円を増額して介護保険特別会計に繰り出すものです。また後期高齢医療特別会
計繰出金についても同様に、後期高齢者医療システムの改修費７６万５千円か
ら国庫補助金１５万２千円を控除した６１万３千円を増額して後期高齢医療特
別会計に繰り出すものです。３７ページを、お開き下さい。上段、３款１項８
目介護支援費１０節需用費と１７節備品購入費でありますが、これは新型コロ
ナの影響により居宅介護支援事業所などにマスクや飛沫防止パネルなどを購入
するため、９月補正において国庫補助金のコロナ緊急交付金を財源充当してお
りましたが本交付金が間接補助となることから、当該交付金６９万６千円を国
庫補助金から道補助金に科目替えするものです。続いて下段、３款１項１０目
子ども発達支援センター費１７節備品購入費でありますが、本事業についても
コロナ緊急交付金を財源充当しているため、当該交付金３８万円の歳入科目を
国庫補助金から道補助金に科目替えするものです。 

議長 ここで一旦休憩いたします。再開は１０時５０分からということでよろしくお
願いいたします。

   （休憩  午前１０時３９分）
   （再開  午前１０時５０分）

それでは再開いたします。引き続き説明のほど、総務課長。

総務課長 ３８ページをお開き下さい。上段、３款２項１目児童福祉総務費２５万２千円
を増額するものです。７節報償費２５万２千円の増額です。これは荷菜へき地
保育所において保育士が退職したことに伴い、代替保育士への業務依頼が増加
したため、予算に不足が生じることからその不足分を増額するものです。また
１０節需用費と１８節負担金補助及び交付金でありますが、この事業について
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も、先程ご説明したとおりコロナ緊急交付金を財源充当しているため、当該交
付金３００万円の歳入科目を国庫補助金から道補助金に科目替えするもので
す。続いて下段、３款２項３目児童福祉施設費１０節需用費と１７節備品購入
費でありますが、これも同様にコロナ緊急交付金１００万円の歳入科目を国庫
補助金から道補助金に科目替えするものです。３９ページをお開き下さい。上
段、６款１項２目商工振興費１８節負担金補助及び交付金でありますが、この
事業は新型コロナの影響により地域経済の低迷が続いていることから、当初予
算６５０万円に６月補正で９４０万円を追加し、総額１５９０万円の事業であ
りますが、この度、本事業がプレミアム付き商品券発行支援事業補助金２５０
万円の確定通知を受けたことから、当初措置しておりました財源を地方債から
道補助金に振り替るものです。続いて下段、６款２項１目観光振興費４５９９
万３千円の減額です。１２節委託料３９８４万３千円の減額です。幌尻山荘管
理については感染症対策のため幌尻登山を中止したことから、その管理委託料
を減額するものです。また、議案書に記載しておりますアイヌ文化拠点交流促
進バス運行事業からアイヌの食の魅力醸成事業までの５事業については、当初
予算においてアイヌ交付金を財源充当しておりましたが新型コロナの影響によ
り事業内容を変更したことから、その不用額を減額するものです。なお、アイ
ヌ文化情報発信事業とアイヌの食の魅力醸成事業につきましては事業を中止し
たことから、その事業費を全額減額するものです。また、１８節負担金補助及
び交付金６１５万円の減額でありますが、これも同様の理由によりチプサンケ
などの事業縮小や沙流川まつり・ＰＫグランプリなどの事業を中止したことか
らその不用額を減額するものです。４０ページをお開き下さい。上段、６款２
項２目公園管理費１２節委託料１８３万円の減額です。すずらん群生地整備・
改修等事業については当初予算においてアイヌ交付金を財源充当しておりまし
たが、本事業が不採択となり事業を中止したことからその事業費を全額減額す
るものです。なお、すずらん群生地モニタリング等事業については、その財源
を一般財源から地域づくり総合交付金に振り替えて当初計画どおり実施するも
のです。続いて下段、８款１項１目消防費１８節負担金補助及び交付金２６８
万９千円を増額するものです。これは平取消防署費として管理職の増員により
時間外勤務手当や休日給などが減少したことから２４２万１千円を減額し、ま
た平取消防団費として新型コロナの感染防止を図るため各種事業を中止したこ
とに伴い、その不用額２３１万６千円を減額するものであり、また平取消防施
設費として新型コロナからの接触感染を防止するため、新たにエアテント１基
と除細動器２台などを購入するための費用として１３９５万７千円を増額する
ものです。また併せて令和元年度の不用額４４８万２千円の他に、令和２年度
の歳入や共通経費の不用額２０４万９千円をそれぞれ減額するものでありまし
て、総額２６８万９千円を増額し日高西部消防組合に負担金として支出するも
のです。なお、エアテントや除細動器などコロナ対策として購入する資機材の
財源につきましては、コロナ臨時交付金を充当するものであります。４１ペー
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ジを、お開き下さい。上段、９款１項２目事務局費６４万８千円の減額です。
７節報償費５５万円の減額、８節旅費９万８千円の減額であります。これはア
イヌ文化教育推進事業として、アイヌ文化に関する学習指導の向上を図るため
当初予算においてアイヌ交付金を財源充当しておりましたが、新型コロナの影
響により学習指導回数が減少したことからその不用額を減額するものです。続
いて下段、９款４項１目社会教育総務費４００万円の減額です。１０節需用費
１３万円の減額、１１節役務費１万円の減額、１２節委託料３８６万円の減額
であります。わらび座公演事業及び青少年国際交流事業に必要な経費について
は、当初予算においてアイヌ交付金を財源充当しておりましたが、今般の新型
コロナの感染拡大に伴い事業を中止したことから、その事業費４００万円を減
額するものです。４２ページをお開き下さい。上段、９款４項２目公民館費１
２節委託料３００万円の増額です。これは木質バイオマスセンターからの電力
供給に伴い当初予算において、中央公民館の耐震診断を実施した結果、耐震補
強が必要となったことからその実施設計費を追加するものです。なお、財源に
ついては過疎対策事業債を充当するものであります。続いて下段、９款４項３
目文化財保護費７１７万６千円の減額です。７節報償費でありますが博物館普
及啓発事業については講座やセミナー及び博物館年報などを制作するため、当
初予算においてアイヌ交付金を財源充当しておりましたが、本事業が不採択と
なったことから報償費４万円、旅費８万５千円の総額１２万５千円をアイヌ交
付金から一般財源に振り替えて当初計画どおり実施するものです。８節旅費４
６７万６千円の減額です。これはジャパンハウスロンドン派遣事業については
外務省やジャパンハウスと打合せをするための費用として、当初予算において
アイヌ交付金を財源充当しておりましたが、今般の新型コロナの影響や外務省
が当初計画していたアイヌ文化発信事業も令和４年に延期されたことから当該
交付申請を取下げたため、その事業費を、全額減額するものです。１０節需用
費と１２節委託料でありますが、博物館特別展製作事業についてもアイヌ交付
金を財源充当しておりましたが新規性が認められないことから当該交付申請を
取下げたため、その財源をアイヌ交付金から一般財源に振り替えて例年どおり
実施するものでありまして、特別展に必要な経費として消耗品やポスター・パ
ネル製作などの印刷代を新たに追加したものです。歳出は以上でございます。
次に歳入につきましてご説明致しますので２７ページをお開き下さい。上段、
１０款１項１目地方交付税地方交付税３３００万８千円の減額です。これはコ
ロナ臨時交付金の財源を一般財源からコロナ臨時交付金に振り替えたことや新
型コロナの感染防止のためアイヌ交付金に係る各事業を中止し、又は事業内容
を変更したことに伴い特定財源であるアイヌ交付金を減額したことにより、そ
の補助ウラの一般財源である普通交付税を減額するものです。続いて下段、１
５款２項１目総務費国庫補助金総務管理費補助金新型コロナウイルス感染症対
応地方創生臨時交付金１３４７万５千円の増額です。これは歳出３４ページで
ご説明致しました苫小牧圏通学等調査運行事業については、９月補正において
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一般財源を充当しておりましたが、本事業がコロナ臨時交付金に採択されたこ
とから、その財源を一般財源からコロナ臨時交付金に振り替えるものとし、ま
た歳出３５ページ下段でご説明致しました納税相談用車両購入事業については
コロナ臨時交付金が不採択となったため減額するものでありまして、歳出４０
ページ下段でご説明致しました消防用資機材の購入事業については実施計画ど
おりコロナ臨時交付金を充当するものです。２８ページをお開き下さい。上段、
１５款２項２目民生費国庫補助金１節社会福祉費補助金１億８万２千円の減額
です。一つはアイヌ政策推進交付金９９９２万８千円の減額であります。これ
は歳出３５ページ上段の自然素材モニタリング調査事業とイオル整備推進事業
を合わせて１５７１万１千円の減額、歳出３６ページ上段のイオル文化交流セ
ンター建設調査設計事業外５事業で総額４３７３万８千円の減額、歳出３９ペ
ージ下段のアイヌ文化拠点交流促進バス運行事業外４事業で総額２９０５万４
千円の減額、歳出４０ページ上段のすずらん群生地整備・改修事業は１４６万
４千円の減額、歳出４１ページ上段のアイヌ文化学習指導委員等事業は５１万
９千円の減額、同じく下段のわらび座公演事業と青少年国際交流事業を合わせ
て３１７万６千円の減額、歳出４２ページ下段の博物館普及啓発事業、博物館
特別展製作事業及びジャパンハウス事業を合わせて６２６万６千円の減額につ
いては、当初予算においてアイヌ交付金を財源充当しておりましたが、交付決
定額の減額と新型コロナの影響により事業を中止したことや事業内容を変更し
たことから減額するものです。二つ目は障害者総合支援事業補助金５４万２千
円の増額であります。これは歳出３６ページ上段でご説明致しました障がい者
自立支援給付システムの改修費で事業費の２分の１の補助金を見込んだもので
す。三つ目は新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金６９万６千円の減
額です。これは歳出３７ページ上段でご説明したとおりコロナ緊急交付金が間
接補助となることから、その歳入科目を国庫補助金から道補助金に科目替えす
るものです。同じく２節児童福祉費補助金新型コロナウイルス感染症緊急包括
支援交付金４３８万円の減額です。これも歳出３７ページ下段の子ども発達支
援センター費、歳出３８ページ上段の児童福祉総務費、同じく下段の児童福祉
施設費においてご説明したとおりコロナ緊急交付金が間接補助となることか
ら、その歳入科目を国庫補助金から道補助金に科目替えするものです。続いて
下段、１６款２項１目総務費道補助金２節企画費補助金１０４０万９千円の増
額です。一つは林業・木材産業構造改革事業費補助金２１３５万円の減額です。
これは歳出３４ページでご説明したとおり当初、木質バイオマスセンター建設
などの関連事業に係る財源については当該補助金を充当しておりましたが、代
替え燃料として流木から木質チップに変更することが可能となったことから利
活用可能性調査とチッパー機の購入に係る事業費が不要となり、また本体建屋
工事に係る補助金についても新たな補助金を組み合わせることにより負担軽減
が図られることから当初、財源充当した補助金相当分を減額するものです。二
つ目は地域づくり総合交付金６００万円の増額です。これは只今、ご説明致し
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ました木質バイオマスセンター建設などの新たな財源として地域づくり総合交
付金を充当するものです。三つ目は新エネルギー導入支援事業費補助金２５７
５万９千円の増額です。これも木質バイオマスセンター建設などの新たな財源
として新エネルギー導入支援事業費補助金を充当するものでありまして、補助
金の組み合わせにより差し引き１０４０万９千円の負担軽減が図られるもので
あります。２９ページをお開き下さい。上段、１６款２項２目民生費道補助金
１節社会福祉費補助金新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金６９万６
千円の増額です。これは国庫補助金でご説明したとおりコロナ緊急交付金が間
接補助となることから、その歳入科目を国庫補助金から道補助金に科目替えす
るものです。同じく４節児童福祉費補助金４３８万円の増額です。これも同様
の措置でございます。続いて下段、１６款２項８目商工費道補助金１節商工費
補助金プレミアム付商品券発行事業費補助金２５０万円の増額です。これは歳
出３９ページ上段でご説明致しました商品券発行事業でありますが、今回プレ
ミアム付商品券発行事業費補助金の確定通知に伴い、本事業にその財源を充当
するものです。同じく２節観光費補助金５３万円の増額です。これも歳出４０
ページ上段でご説明致しましたすずらん群生地モニタリング事業でありまして
今回、地域づくり総合交付金の交付決定に伴い、本事業にその財源を充当する
ものです。３０ページをお開き下さい。上段、２１款５項１目雑入２節雑入１
４３１万６千円の減額です。二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金９９１万
６千円の減額です。これは歳出３４ページでご説明致しました木質バイオマス
センターにおける二酸化炭素排出抑制対策として、当初予算において１億５４
５５万４千円を見込んでおりましたが、当初導入予定の機器変更や補助対象経
費の精査により９９１万６千円を減額でするものです。また幌尻山荘利用者負
担金４４０万円の減額については歳出３９ページ下段でご説明したとおり、幌
尻登山の中止により幌尻山荘の利用者負担金を減額するものです。続いて下段、
２２款１項１目総務債１節総務債４９０万円の増額です。これは歳出３４ペー
ジでご説明致しました生活交通確保対策事業に係る事業費の増額に伴い８２０
万円を増額し、また木質バイオマス利活用事業において利活用可能性調査費や
チッパー機などの購入費が不要となったことから合わせて３３０万円を減額
し、起債発行額４９０万円を増額するものです。３１ページをお開き下さい。
上段、２２款１項２目民生債１節民生債６６０万円の減額です。これは歳出３
６ページ上段でご説明致しましたイオル文化交流センター建設調査設計に係る
事業費の減額に伴い、起債発行額６６０万円を減額するものです。続いて下段、
２２款１項５目商工債１節商工債２５０万円の減額です。これは歳出３９ペー
ジ上段でご説明致しました商品券発行事業に係る財源充当の変更により起債発
行額２５０万円を減額するものです。３２ページをお開き下さい。上段、２２
款１項８目教育債１節教育債３００万円の増額です。これは歳出４２ページ上
段でご説明致しました中央公民館整備事業に係る事業費の増額に伴い起債発行
額３００万円を増額するものです。歳入歳出予算事項別明細書につきましては、
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以上です。次に２５ページ「第２表地方債補正」をお開き下さい。第２表「地
方債補正」は起債の目的、補正前の限度額と補正後の限度額、起債の方法、利
率、償還の方法をそれぞれ明示したものとなっております。先程、歳出でご説
明したとおり本補正予算における起債の目的は、一つは生活交通確保対策事業
で限度額を２７００万円から３５２０万円に増額することとし、二つ目はバイ
オマス利活用事業で限度額を７６１０万円から７２８０万円に減額し、三つ目
はイオル文化交流センター建設事業で限度額を１２４０万円から５８０万円に
減額し、四つ目は地域商品券発行事業で限度額を６５０万円から４００万円に
減額することとし、五つ目は中央公民館整備事業で新たに３００万円に定めよ
うとするもので限度額総額を９億７０万円とするものです。次に４３ページを
お開き下さい。「地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年
度末における現在高の見込みに関する調書」については、前前年度の平成３０
年度末の現在高、前年度の令和元年度末の現在高見込額、並びに当該年度令和
２年度末の現在高見込額につきましてはそれぞれ記載のとおりです。以上、議
案第７号令和２年度平取町一般会計補正予算（第１２号）についてご説明申し
上げましたのでご審議の程、宜しくお願い致します。

議長 説明が終わりましたのでこれから質疑を行います。質疑はありませんか。６番
櫻井議員。

６番
櫻井議員

６番櫻井です。４０ページの歳出の消防費についてなんですが、説明の中でエ
アテントとＬＥＤ、コロナウイルス感染症対策ということで計上されているん
ですが、エアテントは以前病院の方でも考えていたということなんですけど、
プレハブですか、あれに変更になりましたけれども。実際どういう状況で使お
うとしているものなのかお教えいただきたいと思いますが。

議長 消防署長。

消防署長 櫻井議員のご質問にお答えいたします。消防で要望いたしましたエアテントに
つきましては構造的にはほぼ同じもので、主要構造部に空気を注入して自立さ
せて建てるテントです。空気が入っていない状態では安易に持ち運びが出来て
移動が簡単だということから仕様としては災害があった時、避難所等で発熱者
やコロナの患者の疑いがある人が発生した場合に集団の避難所の中に入れてお
くのではなく、その場で自立したテントを建ててそこに一時隔離をしておいて
病院搬送若しくは保健所等との打合せの間、たくさんの人との接触を避けるた
めの対応として使用したいと考えております。

議長 ６番櫻井議員。
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６番
櫻井議員

それと今回ＬＥＤも購入ということになっていますけど、違いましたか。すみ
ません、ＡＥＤです。ＡＥＤを購入することになっているんですけど、これに
関しては今まで不足があって購入するということなのかどうか。

議長 消防署長。

消防署長 これにつきましては救急車に搭載されております半自動式除細動器、ＡＥＤと
いう簡易なものではないものです。救急車には搭載されているんですが７年経
過したものと１０年経過したものがありまして、これらの対応の時間速度です
とか機能について、コロナ対策で収容した患者、若しくは処置をする場合に迅
速に多機能なものとして要望いたしまして認められたものの除細動器というこ
とで、救急隊員、救急救命士が使用する半自動式除細動器ということになりま
す。

議長 ほかにありませんか。９番鈴木議員。

９番
鈴木議員

９番鈴木です。４１ページの下段ですけれども、わらび座の公演事業業務委託
料ということで、コロナの関係で事業が中止になったということはこれはやむ
を得ないことということであるんですけれども、コロナが始まって以降、こう
いった文化関係の事業、或いはそこに劇団とか様々な方々に対してのこういう
事態が続いてもなかなか国の対応がということがありました。そういう中で町
としてもやむを得ないということについてはよく分かるんですけど、こういう
時にキャンセル料ということについての何といいますか、取決めといいますか、
そういうものというのはないのか、それともこういう特殊な事情の中でのこと
ということからいくと、そういうことの配慮というのが必要ではないのかなと
いうふうに考えるんですけれども、その辺についてはどうなのか伺いたいなと
思います。

議長 生涯学習課長。

生 涯学 習
課長

只今のご質問にお答えしたいと思いますけれども、キャンセル料につきまして
は契約を済ました後であれば発生しますけれども、今回仮予約という形でお願
いをしておりまして、こういう状況でありましたので事前に劇団のほうとも、
いつまでに断りを入れたら大丈夫かというような確認をしながら了解を得てい
ますので実際にはキャンセル料は発生しておりませんし、もし発生するとすれ
ば契約した後に何らかの事情で出来なかった場合、その取決めの中で支払って
いかなければならないかなというふうに考えております。

議長 ほか、９番鈴木議員。
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９番
鈴木議員

了解いたしました。もう１点、３４ページのほうであります。この１０節の需
用費、先程説明いただいたんですけど燃料費についてもう一度説明いただけれ
ばということで思っております。

議長 まちづくり課長。

ま ちづ く
り課長

お答え申し上げます。燃料費につきましてはバイオマスセンターの運用に係る
分でございましてミニホイルローダーの運転に係る軽油代を見込んでいるもの
と、もう一つバイオマスセンターが竣工した後に試験運転をする期間の木質チ
ップの燃料代を見込んでいるものとなります。

議長 よろしいですか。９番鈴木議員。

９番
鈴木議員

正式な形のところから聞いたという話ではないんですけども、その木質バイオ
マスのチップについて何か、今予定しているものについて機械との関係で不具
合が発生しているかのような話、伺っていますけど、その辺について結局、不
具合が発生しているとすれば、そのチップそのものを別な形のところから調達
するという考えなのか、それとも調達先は変えないで対応していくということ
なのかというあたり、もし私の質問が間違っていなければお伺いしたいなと思
います。

議長 まちづくり課長。

ま ちづ く
り課長

お答え申し上げます。前回、全員協議会のほうで説明させていただいた時に町
内の木材事業所から、そこの端材の木質チップを調達する見込みということで
お話を申し上げた際に、ただ規格について少し懸案されているということでご
報告、そこまで申し上げていたと思うんですけど、その後の展開としまして１
２月に実際にこのバイオマスセンターに設置されるボイラーと熱電併給機とい
うことで発電を伴うほうの機械なんですけど、そちらのほうがチップの規格が
シビアだということで、一応業者入っていただいて実際に物を確認していただ
いたところ、形式としてその端材のチップの中に相当量、理想として６センチ
角ぐらいが理想のチップの大きさになるんですけど、それを逸脱する長さの長
いものの混入率が高過ぎて発電のほうがうまくいかない可能性があるというこ
とと、発電に至るまでの運搬の段階でチップが途中でひっかかってしまうとい
うリスクがかなりあるということで、ある程度見直しというか、そこで検討が
必要ということにその後なっております。出来ればそのままそちらのチップを
使いたいということで、その形状が、規格が合わないチップを除外するための
装置等についても検討しました。ふるいのようなスクリーンと呼ばれる機械で
そちらのほう解消されるのではないかという見解で、そちらの導入等も考えた
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んですが、そういった特殊機械でありまして受注によってちょっと生産的に運
転に間に合わないというスケジュールになりまして、今現在の状況としまして
は町内の事業所の木質チップの供給については取りあえず諦めまして、今かつ
て町内にもあった木材事業所のほうから新たにチップの供給のお話をいただい
て、価格とそちらからのチップの供給について今、協議を詰めているところで、
そちらのチップの規格については確認をしておりまして間違いなく対応できる
ものと考えているところでございます。

議長 ９番鈴木議員。

９番
鈴木議員

１７節の木質バイオマス事業用備品ということでチッパー機を１台買うという
当初予算にあったものをこれを止めたと。そして今度は調達するのを町内の事
業所からといいますか、木材やっているとこから調達するということだったけ
れども機械との整合性がとれないから止めると。これではこの木質バイオマス
始めるときの構想そのものが次から次と破綻しているということになりません
か。ただこういうことで、補正予算という形だけで出してくればいいというそ
ういうものではないんじゃないですか。きちんと説明を委員会等でやった上で
やるのでなければ、構想そのものがどんどん壊れている、だけどそれをクリー
ンエネルギーというだけで何でもいいですよということにはやっぱりなりませ
んよ、これ。その辺について改めて委員会等に説明する考えはあるのかどうな
のか伺います。

議長 町長。

町長 今回の件につきましては委員会で一度報告させていただいておりまして…です
よね。と思っていたんです。

議長 詳細、業者の関係とかは聞いてない。

町長 そうですか。その辺のこちらの方の伝達が不十分だったところもございますけ
れども、いろいろ導入に当たって当初計画していたものより色んな何と言いま
すか、課題といいますか、それが出てきたということでございまして、この事
業の趣旨としては方向性としてはぶれていないという認識でございまして、こ
ういった原材料の供給に関しても機械との相性といいますか、そういうものが
現在のところ町内ではそういう調達が無理だというところもございますけれど
も今後、ただ今回も森林組合を通して運搬等も含めて供給するということでご
ざいますので、なかなか発電ということで全国的にも非常に数少ない例という
ようなこともございまして、いろいろ予期せぬことが出てきてしまったという
ことでございますけれども今後、この事業の趣旨であるやはり地域内でのそう
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いったエネルギーの循環ですとか、素材の供給等に向けて更に詰めていくとい
うことでございますので、こういったことでいろいろ不備といいますか、そう
いうことが露呈してといいますか、しまったというようなところもございます
けれども、ぜひその辺をご理解いただいて今後、これが本当に初めての例と言
っても過言ではございませんので、こういった事業、当然再生可能エネルギー
ということも利用はやっぱり町内で更に拡大していくという意味でも、これを
ひとつの契機といいますか、事例としていろいろ今後、取り組んで参りたいと
いうふうに思っていますので是非ご理解いただきたいと思います。

議長 ９番鈴木議員。

９番
鈴木議員

構想そのものは否定するものではないんです。だけれども当初の構想はやはり
町長が副町長の時代にも委員会で答弁されていますけれど町内の山林で、特に
町有林の中の間伐材とか、端材、それを活用してのという答弁をされているわ
けです。それに従ってこのチッパー機の購入ということも予算化されているは
ずなんですよ。そして森林組合もチッパー機を買って貰って使用させて貰って、
そういう事業がやっていけるんだとそういう前提に立っていたんですよ、これ。
そういう期待を持っていたけれども、結局それが駄目になった。そしてヨシモ
トの方に材料の供給をという話に移っていったと。だけどそのヨシモトのそれ
も合わないと。これでは何というか、最初の構想はいいにしてもその選んだボ
イラーですか。ボイラーをどういう基準で選んできたのかという事までやっぱ
り戻らなければならなくなってしまう。そういう様々な問題が出てきたのでは
ないのかという気がしますので、これは今回補正で一発済ますということじゃ
なくて、ちゃんと説明したかたちの中で十分議論したかたちの中で、議会がい
いということになれば提案するというような形に変えていただきたいなと思い
ますけれどもいかがですか。

議長 町長。

町長 原材料の供給についての説明が変更になったというようなことの説明が不十分
だったということもございますけれども当初、今の発電機導入の際に供給先の
可能性のあるヨシモトさんのチップも見ながら、これならいけるねというよう
な判断も当初はしていたというところもございましたけれども、更に導入にあ
たってその設計とか施工業者とか確認したところやはり規格外といいますか、
こちらで思っていたところの規格外という混入率が非常に多かったというよう
なこともあって、最初の見極めがどうだったかというようなことを問われれば
そこは言い訳のしようがございませんけども、現実としてそういうものがあっ
たということで当面、供給先を変えなければならないというようなことでござ
いまして、チッパー機も鈴木議員おっしゃるような町内での間伐等をやはり原
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料にすべきというそういう原則なんですけれども、私どもそういう方向でいろ
いろ検討しそれに向けていろいろ組立てをしていったというようなところあり
ますけれども、なかなか森林組合さんの体制とか、いろんな条件で最初からそ
ういう形にならないというようなことも当初計画の後に出てきたというような
こともございまして、今回そういう方向性は今後ずっと検討し、そういう方向
に持っていくというようなことも継続して考えていくというようなことでござ
いますので、今回こういう形にはなりましたけども是非こういう形で実施をさ
せていただいて、また今後いろいろ運転していく上でいろいろ出てくるかなと
いうような事も予想されますので、その辺については供給先の変更等も今後、
本筋に則った方向に行くというようなことも私ども常に意識してチェックをし
て参りたいと思いますので是非、今回の補正についてはご理解をいただければ
というふうに思っています。

議長 ほかに質疑ございませんか。８番井澤議員。

８番
井澤議員

８番井澤です。今、鈴木議員のに関連しまして今後の見通しを立てていくとい
う町長の今お答えでしたけども、鈴木議員もおっしゃっていましたが、当初の
森林組合からの供給のチップでやるということに対して明確に来年度中にとか
再来年度中にとか、そういうものがないと我々も信用出来ないと思うんですが、
それに対して町長として見通しで何年度からやりたいと、そういうことで森林
組合と詰めていくというそういうものが打ち出されないので責任も非常に疑問
を感じると良かったんですが、本来の森林組合の供給についての見通しをお伺
いしたいと思います。

議長 町長。

町長 先ほどもお答えしましたけれども既に現在、供給先は町内ということにはなり
ませんけどもそこの運搬とかいうものは森林組合にお願いをするというような
形をとっておりまして、価格の決定等も森林組合にお任せしようというような
ことにもなっておりまして、森林組合が介入していないというわけではないん
ですけども本来、町内のそういった間伐材等を利用するというところではいろ
いろ森林組合の体制とか設備の関係もありますし、いつからというようなこと
も今は明言出来ないところがございますけれども、なるべく早いうちにそうい
った方向に進みたいと。それは森林組合の組合長にもそういうお話をさせてそ
の部分ではご了解をいただいていますので、ちょっとスケジュール的なものは
現時点では言えませんけども、必ずそういう方向に持っていくということをお
約束させていただきたいと思っています。

議長 ほかに。６番櫻井議員。
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６番
櫻井議員

６番の櫻井です。４２ページの中央公民館整備事業委託料、これについてなん
ですが今回、実施設計委託料ということで３００万があがっているんですけど、
これ実際に工事の発注と完成といいますか、それをいつと見ている事業なのか
伺いたいんですが。

議長 生涯学習課長。

生 涯学 習
課長

お答えいたしたいと思います。この事業につきましては当初予算で公民館の耐
震診断を行いまして１１月にその結果が出ました。それで大ホールの天井と渡
り廊下のところが若干、何か耐震が足りないということで、耐震補強工事をし
なければならないということの結果が出まして、公民館につきましては避難所
ということで今回のこのバイオマスボイラーの電気の供給を受けるということ
もあって、その関係できちんとした耐震構造にしなければならないということ
になりましたので今回、工事をするに当たっての実施設計を取りあえず行うと
いうことで大体３カ月から４カ月くらいその実施設計にはかかるという話でご
ざいます。実施設計した後にどの位の期間がかかるかというのが出てきますの
で、当方としてはなるべく早く、早めに着手したいなというふうに考えている
んですけども実際、実施設計が終わってみないと工事がいつから出来ていつま
でに終わるというのがちょっと明言出来ないところでございます。

議長 ６番櫻井議員。

６番
櫻井議員

自分の認識の何ていうのかな、違いかどうかわからないんですけど、耐震工事
とバイオマスの完成というのが僕、ワンセットで考えられたというか、そうい
う説明をずっと受けていた気がするんですけど。今、お話聞くと実施設計が終
わるまでに３、４カ月かかるということは年度内に当然、バイオマスとの関連
で終わらないということが明確になったので、その辺補助金だとかそういった
ことに影響しないのか、ワンセットで考えなくてもいい事業なのか、その辺の
説明は恐らく受けていないはずなんですよね。その辺について伺いたいんです
がいかがでしょうか。

議長 まちづくり課長。

ま ちづ く
り課長

ただいまの質問にお答え申し上げます。今までの説明通り、基本的には耐震が
あるかどうかということとバイオマス導入に係る補助金は関係をしているとい
う形になります。経緯を申し上げますと当初、再生可能エネルギー電気・熱自
立的普及促進事業という間接事業を予定しておりまして、補助率３分の２の事
業だったんですが、これを途中から地域の防災・減災と低炭素化を同時実現す
る自立・分散型エネルギー設備等導入事業というものに変えまして、同じく間
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接事業で補助率が４分の３ということでメリットはあるということで変えてき
ております。その中で要件を変えた中で、事業を変えた中で事業要件も当然変
わってきまして、その中に耐震性の有無についての条件がございます。耐震性
の有無につきましては簡単に申し上げると、一応要件が書いてある要綱の中で
は事業完了までに耐震改修設備が完了する建物、建築物という形になっていま
す。当然、公民館は昭和５４年築ですので、５６年６月１日以降に建った建物
ということで耐震調査が必要ということで、この度、調査を進めてきたという
状況になっております。当然、この部分で耐震の診断等を進めていく中で、結
構時間がかかっているということがあったので補助要件について問題ないかと
いうことについては主管庁である環境省が間接事業所を通じて確認をしてきて
おります。この中でいただいた見解としまして、応募要領では事業完了までに
耐震改修整備が完了する建築物としているが、事業完了までに耐震改修整備が
完了する蓋然性が高い建築物という意味合いであり、簡単に申し上げてうちの
公民館は改修が完了する蓋然性が高い建物とみなすことができるというふうに
回答いただいております。要するに最終的に示された条件としては耐震補強工
事の完了日、こちらを明確に示して完了後、完了したことが分かる資料を提出
すると、報告するということを確約書として提出することで、取りあえず補助
金の方は大丈夫という回答を得ていまして、もし耐震工事がきちんと施行され
なかった場合は補助金の返還の対象になりますということで、間接事業所を通
じて環境省の回答を得ているところです。基本的に今回の耐震の診断で建物全
体については特に耐震性が見られないというわけではなく一部、渡り廊下です
とか天井の部分ですとか、そういったところを建物の一部に耐震がとれていな
いということで、建物全般については耐震性が十分とれているという結果が出
ていることもあって、今申し上げたような環境省の見解となっておりますので、
補助金の方については当然ともあれ、最初の条件が完了する建築物となってい
るので、こちらとしては急いで作業をする必要はあるんですが特に年度にこだ
わらず完了の届出をきちんと出すということが条件となっているというのが現
状となっています。

議長 ６番櫻井議員。

６番
櫻井議員

わかりましたというか、わかりにくいんですが、３月いっぱいまでは、それで
は木質バイオセンター自体は完成を見ることができるということですよね。そ
してそれ以降の電源のつなぎといいますか、あれは３、４カ月以上、それで完
成をすることによって補助金等はしっかり頂ける、４分の３ですか、をいただ
けるということでよろしいんですものね。

議長 まちづくり課長。
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ま ちづ く
り課長

お答え申し上げます。説明が不十分だったかもしれないんですけども、病院と
公民館と接続して電気を供給するというところまでは本工事の中で完了すると
いう予定でございます。その後において、その完了の実績報告の後になっても
構わないというか、そういった形できちんと報告することで耐震のほうは先ほ
ど申し上げた蓋然性が高い建物というふうにみなしていただいたということ
で、完了の届けを後、年度越したあとにおいても出せば大丈夫ですよというこ
とで見解を得ているということです。

議長 ６番櫻井議員。

６番
櫻井議員

一定程度のことがわかったんですが、先ほど鈴木議員もおっしゃったように、
こういうことが出てきて質問すると自分たちがこれまで聞いたことないことが
次々出てくるという状況は否めないんですよね。だから、こういったことをや
っぱり委員会なり協議会なりでしっかりと説明を受けた上での予算の議案の提
出だと思うので、その辺もう一度、町長しっかりとやっていただきたいという
ことと、それと先ほど井澤議員もおっしゃっていたんですけど、これ元々その
森林組合のこともありますし、副町長時代にこの里山資本主義ということもあ
って、なるべく町内のものでお金を回そうやという発想でみんな賛成したはず
なんですよね。取りあえずは町外から今つないでおいて将来的には森林組合を
利用したい、町内の資材というか未利用材を利用したいということも兼ねてか
ら言っていたのでその方向を貫いて、一刻も早くその事業というかそういう形
で着手していただきたいと思いますので、その辺は本当に早急にというか、明
確にしていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。

議長 町長。

町長 まず、この耐震化の問題はいろいろ補助の関係で、本来であればバイオマスセ
ンターの完成と耐震化の完成と同時で補助の許可をいただいているということ
でしたけども今回、耐震化の部分が少なくて済んだというようなことで、万が
一、その避難所等を活用した場合も現在のところでやれるというようなことも
確認して、少し時期がずれてもいいよというようなことを環境省も言ってくれ
たということですのでご理解いただきたいと思います。このバイオマスの事業
につきましては本当にいろいろと常任委員会等でもご指摘なりご指導を受け
て、なかなか言い方あれですけど、すんなりと行かないようなところもござい
まして、大変ご迷惑かけたというようなところでございますけれども、今言わ
れたとおり私も先ほど答弁したとおり基本としては町内でもこういった資源と
いいますかエネルギーの循環、それからお金といいますか、それらも含めて循
環させるんだというような基本的な方針でこれを実施するということを私とし
てはぶれていないというところもございまして、ただ、いろんな条件で補助金
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を貰うですとか機器の導入ですとか、そういったことも含めて本当にいろんな
課題が出てきたというのが実態でございますので、その辺を一つ一つクリアし
ながらやっていく中でやっぱりどうしても当初思っていた部分を変更せざるを
得ないというようなことがでましたので、なるべく早く本筋に戻すような、こ
れから努力を本当にさせていただきながら、そういったことも逐次、情報を共
有しながらやらせていただければと思っていますので是非ご理解を頂きたいと
思っています。以上です。

議長 よろしいですか９番鈴木議員。違う項目ですか。一応、質問回数的にはもうあ
れなんですけど。いいですよどうぞ。

９番
鈴木議員

９番鈴木です。二つほど伺いたいと思います。一つはこの燃料費、秋田からと
いうふうに伺ったような気がしたんですけどそれで良かったですか。秋田から
調達するんだというふうに聞こえたんですけど違うんですか。それは道内にあ
る会社の名前か何かですか。秋田…。

議長 まちづくり課長、後で答えて。

９番
鈴木議員

言いたいのは町内で調達するということで企画、計画していた燃料費、それか
ら配送にかかる経費、他からということになると町内で調達しようとしていた
時とどれだけ違いがあって、これはまだ試験運転の段階の分ということで出さ
れていると思うんですけれども、それで１２３万３千円というその内訳として、
今まで考えていたものとどのくらいの調達費に差があるのかということ、それ
を聞いておきたいなと。そして当面、年間そういう形でやらざるを得ないとい
う前提にたつとすれば、年間どのぐらいその差額というのが出てくるのかとい
うあたり確認をしておきたいというのが１点です。それともう１点は先ほども
言いましたけれど、例えこの補正予算ですけど、今日通過しても、やっぱり改
めてこれきちんと委員会なり全員協議会で、私は全員協議会の方がよろしいか
なと思うんですけれども、改めて説明をしていただきたいと。この２点につい
て伺っておきたいと思います。

議長 まちづくり課長。

ま ちづ く
り課長

お答えを申し上げます。まず１点目なんですけども秋田というのが発電機、そ
の熱電併給機の会社が秋田にありまして本当に１番最初の試運転の時に絶乾と
いって含水率が低いチップをある程度用意しなければならないということがあ
ります。運転した熱で我々チップを乾燥させるという計画ですので、最初に乾
いたチップをどうしても導入しなければならないというところは秋田の熱電併
給機の会社が調達して持ってくるという約束になっているということが秋田と
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いう部分になります。当面今、調達を考えている事業所については道内の事業
所になりまして、かつて、今現在も持っているんですけども町内に土場も持っ
ているところで、今後の経過によって町内の木もうちのバイオマスボイラー、
バイオマスセンターの方で使用される形というのも、今後もそこの事業所を通
じて模索できるというような体制はとらせていただいているというところにな
ります。値段の部分なんですが、今のところ予算の概算としましては運搬費も
含めて立方当たり３６００円という単価でこの金額を算出しています。今、値
段については交渉をしているところでまだ確定はしていないんですが、この
我々のプランを伝えながら、これに近いものということで依頼をしているとこ
ろでございます。今後の説明ということでございますけども、なかなか説明を
申し上げるタイミングがなくて大変申し訳なかったんですけど、前回のちょう
ど全員協議会の次の日にちょうどそのチップを確認していただくというお話を
丁度させていただいていた日が前回の委員会の日だったものですから、その翌
日に使えないということがわかったということで報告が遅れてしまったのは申
し訳ないんですけども、いろいろここに来て事業が展開していますので、前回
全員協議会で申し上げたとおり細かくバイオマス事業については今後の経過に
ついてお伝えすると約束もしていますので、できるだけ早いタイミングで説明
を申し上げるのと、あと機会をいただければいつでも説明はしたいと考えてお
りますのでよろしくお願いいたします。

議長 先ほどの確認になるんですけど議員のほうから日程改めて議員全員協議会であ
るのか、或いはまた別な方法なのか、このことについては仮に採択になっても
しっかりと別日程を設けて説明をいただきたいということで、そういう確認を
したいんですけどよろしいですか。いいですか。

町長 はい。

議長 他にこの関連ありませんか。
（質疑なしの声）
なければ質疑を終了いたします。次に討論を行います。反対討論はありません
か。
（討論なしの声）
討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決
定することに賛成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。従って日程第１１、議案第７号令和２年度平取町一般会計補正
予算第１２号は原案のとおり決定いたしました。休憩いたします。再開は午後
１時からということになりますよろしくお願いいたします。
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   （休憩  午前１１時５６分）
   （再開  午後 １時００分）

それでは再開いたします。
午後からは日程第１２、議案第８号令和２年度平取町国民健康保険特別会計補
正予算第２号についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。町民
課長。

町民課長 議案第８号令和２年度平取町国民健康保険特別会計補正予算第２号につきまし
てご説明申し上げますので４６ページをお開きください。令和２年度平取町国
民健康保険特別会計補正予算第２号は次に定めるところによるものとします。
第１条歳入歳出予算の補正については、歳入歳出にそれぞれ８４９万８千円を
追加し歳入歳出予算の総額をそれぞれ８億１９万９千円にしようとするもので
す。今回の補正については新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保
険税減免取扱要綱に基づき申請のありました５世帯分の保険税の減免とそれに
対する国、道の補助金の交付、またそれに伴う財源の振替、また令和元年度に
概算交付されました普通交付金の精算に伴う返還金について必要な予算を補正
するものです。それでは歳出からご説明申し上げますので５１ページをお開き
ください。上段、３款１項１目一般被保険者医療給付費分についてですが、歳
出の補正はございませんが新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保
険税の減免による充当、一般財源の額が６４万５千円となり、減免額について
は国、道補助金により全額交付されることとなりますがその財源振替を行うも
のです。同様の理由により下段の３款２項１目一般被保険者後期高齢者支援金
等分について１９万６千円を財源振替を行い、更に５２ページ上段の３款３項
１目介護納付金分について１１万９千円の財源振替を行うものです。続いては
下段の９款１目１項２目償還金８４９万８千円の増額補正についてです。内訳
としては２２節償還金利子及び割引料が８４９万８千円の増額となっており、
これは令和元年度に道補助金として概算交付された保険給付費等交付金のうち
の普通交付金の確定により返還金が生じたため、令和２年度においてその予算
を補正するものです。次に歳入につきましてご説明いたしますので４９ページ
をお開きください。上段、１款１項１目一般被保険者国民健康保険税９６万円
の減額です。これは歳出でご説明いたしました新型コロナウイルス感染症の影
響による国民健康保険税の減免５世帯分の合計額となっておりまして、内訳は
１節の医療給付費現年課税分で６４万５千円の減額、２節の後期高齢者支援金
現年課税分１９万６千円の減額、３節の介護納付金現年課税分１１万９千円の
減額となっております。下段は３款１項１目１節の災害臨時特例補助金５７万
５千円の増額です。これは上段でご説明いたしました減免により減収となった
税額の６割を基準として町に交付される国庫補助金です。５０ページの上段に
つきましては４款１項１目１節特別交付金３８万５千円の増額です。これも減
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免により減収となった税額の４割を基準として町に交付される道補助金で、こ
れらにより町が減免した税額が全額補填される仕組みとなっております。下段
は７款１項１目１節繰越金８４９万８千円の増額です。歳出５２ページ下段で
ご説明いたしました保険給付費等交付金返還金返還分の財源として繰越金を充
当しようとするものです。以上、議案第８号についてご説明申し上げましたの
でご審議のほどよろしくお願いいたします。

議長 説明が終わりましたのでこれから質疑を行います。質疑はありませんか。
（質疑なしの声）
質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。
（討論なしの声）
討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決
定することに賛成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。従って日程第１２、議案第８号令和２年度平取町国民健康保険
特別会計補正予算第２号は原案のとおり可決しました。
日程第１３、議案第９号令和２年度平取町後期高齢者医療特別会計補正予算第
１号についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。町民課長。

町民課長 議案第９号、令和２年度平取町後期高齢者医療特別会計補正予算第１号につき
ましてご説明いたしますので、５３ページをお開きください。令和２年度平取
町後期高齢者医療特別会計補正予算第１号は次に定めるところによるものとし
ます。第１条歳入歳出予算の補正について歳入歳出予算にそれぞれ７６万５千
円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ８６３６万５千にしようとするも
のです。事項別明細書のご説明の前に５４ページをお開き願います。上段、１
歳入の款の番号についてですが３款に国庫補助金が新たに追加となるために繰
入金につきましては４款とし、以降の款については順次繰り下げるものとして
おります。それでは事項別明細書についてご説明申し上げますが、今回の補正
の内容については税制改正に伴う保険料算定システムの改修について補正しよ
うとするものです。歳出からご説明申し上げますので５７ページをお開きくだ
さい。１款１項１目一般管理費７６万５千円の増額補正についてです。内訳は
１２節委託料７６万５千円の計上となっておりますが、これは税制改正に伴う
後期高齢者医療保険料の算出のためのシステム改修が必要となることからその
費用について補正しようとするものです。財源は国庫補助金が１５万２千円、
残額６１万３千円が一般財源となります。次に歳入についてご説明いたします。
５６ページをお開きください。上段、３款１項１目１節総務費補助金１５万２
千円の増額補正です。これは歳出でご説明いたしました後期高齢者医療システ
ム改修費に対する国庫補助金で、補助率は交付基準額の１０分の１０となって
いるものの国からの割当額が１５万２千円となったものです。下段、４款１項
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１目１節事務費繰入金６１万３千円の増額補正となっておりますが、これは歳
出から上段の国庫補助金を差し引いた残額として一般会計から繰り入れるもの
です。以上、議案第９号についてご説明申し上げましたのでご審議のほどよろ
しくお願いいたします。

議長 説明が終わりましたのでこれから質疑を行います。質疑はありませんか。
（質疑なしの声）
質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。
（討論なしの声）
討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決
定することに賛成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。従って日程第１３、議案第９号令和２年度平取町後期高齢者医
療特別会計補正予算第１号は原案のとおり可決しました。
日程第１４、議案第１０号令和２年度平取町介護保険特別会計補正予算第２号
についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。

保 健福 祉
課長

議案第１０号令和２年度平取町介護保険特別会計補正予算第２号についてご説
明いたします。５８ページをお開きください。令和２年度平取町介護保険特別
会計補正予算第２号は次に定めるところによるものでございます。歳入歳出予
算の補正でありますが、第１条は歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２０
１万３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５億１９３５万
３千円とするものであります。２項は歳入歳出予算の補正における款項の区分
及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第１表 歳入
歳出予算補正」によるものでございます。それでは歳入歳出予算事項別明細書
の歳出からご説明いたしますので６３ページをお開きください。今回の補正の
目的は令和２年度介護報酬改定等に伴うシステム改修及び包括的支援事業に対
する国の補正が創設化されたことによるものでございます。上段、１款１項１
目一般管理費１２節委託料２０１万３千円を追加いたします。３年に１度の介
護報酬改定に伴うシステム改修費用であります。下段、３款３項１目包括的支
援事業費ですが、令和２年度において予算措置いたしました１目包括的支援事
業費につきまして介護保険保険者努力支援交付金が創設されたことにより、事
業費の一部が国の補助金の交付対象となったことに伴う財源振替で一般財源９
３万６千円を減額し同額を国・道支出金で追加いたします。歳出は以上です。
続きまして歳入についてご説明いたしますので６１ページをお開きください。
上段、３款２項５目介護保険事業費補助金１節介護保険事業費補助金８８万円
を追加いたします。６３ページ上段、歳出で説明の介護保険制度システム改修
費用は基準額の２分の１が国の補助金となるものであります。下段、同じく６
目保険者努力支援交付金１節保険者努力支援交付金９３万６千円を追加し、６
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２ページ上段、７款１項３目包括支援事業繰入金３節包括支援事業繰入金９３
万６千円を減額いたします。６３ページ下段、歳出で説明の介護保険保険者努
力支援交付金の創設による財源振替で一般会計繰入金から国庫補助金へ振り替
えるものでございます。続きまして下段、７款１項５目その他一般会計繰入金
１節事務費繰入金に１１３万３千円を追加いたします。６３ページ上段、歳出
で説明の介護保険制度システム改修費用の不足分財源を一般会計繰入金に求め
るものでございます。以上、議案第１０号令和２年度平取町介護保険特別会計
補正予算第２号についてご説明申し上げましたのでご審議のほどよろしくお願
いいたします。

議長 説明が終わりましたのでこれより質疑を行います。質疑はありませんか。
（質疑なしの声）
質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論ありませんか。
（討論なしの声）
討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決
定することに賛成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。従って日程第１４、議案第１０号令和２年度平取町介護保険特
別会計補正予算第２号は原案のとおり可決しました。
日程第１５、議案第１１号令和２年度平取町国民健康保険病院特別会計補正予
算第２号についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。病院事務長。

病 院事 務
長

議案第１１号令和２年度平取町国民健康保険病院特別会計補正予算第２号につ
いてご説明申し上げます。議案書６４ページをご覧下さい。第１条令和２年度
平取町国民健康保険病院特別会計補正予算第２号は次に定めるところでありま
す。第２条令和２年度平取町国民健康保険病院特別会計補正予算第３条に定め
ました収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものであります。収
入を病院事業収益、医業外収益、既定予算額４億３８０３万６千円に補正予定
額８９５万２千円を追加し計４億４６９８万８千円に、支出を病院事業費用、
医業費用、既定予算額８億２３２１万９千円に補正予定額、同額の８９５万２
千円を追加し合計８億３２１７万１千円といたします。収入支出それぞれ既定
予算額８億３３６２万２千円はそれぞれ８９５万２千円の増額となり合計８億
４２５７万４千円とするものであります。今回の補正ですが新型コロナウイル
ス感染症への対応として緊急に必要となる感染拡大防止や医療提供体制の整備
等について、地域の実情に応じ柔軟かつ機動的に実施できるようその取組みを
包括的に支援することを目的とした新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事
業医療分で、交付対象となる事業について補助額を補正するものであります。
次のページをご覧下さい。令和２年度平取町国民健康保険病院特別会計予算実
施計画変更ですが収入支出の補正予定額につきましては先に説明いたしました
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８９５万２千円の増額で合計８億４２５７万４千円となります。収入につきま
しては新たに５目補助金を設け８９５万２千円を追加としています。支出につ
きましては２目材料費で１６９万９千円、３目経費で７２５万３千円を追加い
たしまして合計８９５万２千円としております。中段の明細についてご説明い
たします。収入補正額８９５万２千円ですが、道補助金として新型コロナウイ
ルス感染症緊急包括支援事業医療分の対象事業のうち帰国者接触者外来等施設
整備事業４８５万２千円、医療機関、薬局等における感染拡大防止等支援事業
４１０万円、この２事業で合計８９５万２千円となります。帰国者接触者外来
等施設整備事業につきましては帰国者接触者外来等の設置を承諾し道が定める
整備設備事業に要する対象経費で、当院におきましては２月１７日に承諾をし
ております。医療機関薬局等における感染拡大防止等支援事業は新型コロナウ
イルス感染症の院内での感染拡大を防ぐための取組みを行う医療機関、薬局、
訪問看護ステーション及び助産所が補助対象となりまして、病院におきまして
は定額２００万円プラス病床数×５万円が補助の額となっております。次に支
出ですが２目材料費５節診療材料費１６９万９千円、これは感染防止対策とし
てマスク、防護服、フェイスシールド、ガウン、手袋などの購入に充てるもの
です。このコロナ禍におきましては相当数を常に確保する必要がありますので、
現状では品薄状態が続いておりまして購入価格も通常より高値となっておりま
すが、継続的に購入し常備して参りたいと考えております。他に各種消毒液、
除菌シート、また感染症検査の試薬の購入に充てる経費となっております。補
助金の内訳としましては帰国者接触者外来等施設整備事業１９万９千円、医療
機関、薬局等における感染拡大防止等支援事業１５０万円合計１６９万９千円
としております。次に３目経費５節消耗備品費７２５万３千円です。これは１
１月に院外に設置が完了しました発熱外来用簡易診察室３８３万３千円、ＨＥ
ＰＡフィルター付パーテーション８２万円、また追加で設置を予定しておりま
す発熱外来用簡易検査室１３５万３千円、その他パーテーション、モニターカ
メラなど院内及び簡易診察室、検査室用の備品購入で１２４万７千円としてお
ります。補助金内訳としては帰国者接触者外来等施設整備事業が４６５万３千
円、医療機関、薬局等における感染拡大防止等支援事業２６０万円、合計７２
５万３千円としております。なお、発熱外来用簡易診察室の設置費用につきま
しては第一次新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金で３８２万８
千円を計上しておりますが、今回の帰国者接触者外来等施設整備事業で３８３
万３千円が補助対象となりましたので、第一次臨時交付金分につきましては今
後の感染防止対策に係る経費を見ながら全体調整をしていきたいと考えており
ます。以上、説明を終了いたします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議長 説明が終わりましたのでこれから質疑を行います。質疑はありませんか。
（質疑なしの声）
質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。
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（討論なしの声）
討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決
定することに賛成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。従って日程第１５、議案第１１号令和２年度平取町国民健康保
険病院特別会計補正予算第２号は原案のとおり可決しました。
日程第１６、報告第２号委員会審査報告について、
日程第１７、報告第３号委員会審査報告について、以上２件を一括して議題と
いたします。決算審査特別委員会委員長より令和２年第８回定例会認定第１号
令和元年度平取町国民健康保険病院特別会計決算認定について、同じく認定第
２号令和元年度平取町各会計決算認定についてはそれぞれ認定すべきとの審査
報告が提出されています。これから質疑を行います。質疑はございませんか。
（質疑なしの声）
質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。
（討論なしの声）
討論なしと認めます。それでは報告第２号について採決を行います。本件に対
する委員長の報告は認定であります。委員長の報告どおり認定することに賛成
の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。従って日程第１６、報告第２号委員会審査報告については報告
どおり認定と決定しました。続いて報告第３号について採決を行います。本件
に対する委員長の報告は認定であります。委員長の報告どおり認定することに
賛成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。従って日程第１７、報告第３号委員会審査報告については報告
どおり認定と決定いたしました。
日程第１８、意見書案第９号最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意
見書案の提出についてを議題とします。提出議員からの説明を求めます。４番
中川議員。

４番
中川議員

それでは朗読をもって説明したいと思います。最低賃金の改善と中小企業支援
の拡充を求める意見書案。
（意見書案 朗読）

議長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。
（質疑なしの声）
質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。
（討論なしの声）
討論なしと認めます。それでは採決を行います。本意見書案について原案のと
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おり決定することに賛成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。従って日程第１８、意見書案第９号については原案のとおり可
決しました。ここで休憩いたします。追加議案配付をお願いします。

   （休憩  午後 １時２７分）
   （再開  午後 １時２８分）

それでは再開いたします。
お諮りします。
承認第１号閉会中の継続審査の申出についてを日程に追加し、追加日程第１と
して議題としたいと思います。ご異議ありませんか。
（異議なしの声）
異議なしと認めます。従って承認第１号を日程に追加し、追加日程第１として
議題とすることに決定しました。
追加日程第１、承認第１号閉会中の継続審査の申出についてを議題とします。
議会運営委員会委員長、各常任委員会委員長及び各特別委員会委員長からそれ
ぞれの委員会において所管事務調査等につきまして、閉会中に継続審査及び調
査を実施したい旨の申出がありました。申出書はお手元に配布したとおりでご
ざいます。
お諮りします。
各委員長からの申出のとおり閉会中に継続審査及び調査等を実施することにご
異議ありませんか。
（異議なしの声）
異議なしと認めます。従って各委員長から申出のとおり閉会中に継続審査及び
調査等を実施することに決定しました。以上で議案の審議が終了いたしました。
本定例会に付されました事件の審議状況を報告いたします。諮問１件で答申１
件、議案１２件で原案可決１２件。報告４件で認定２件。承認１件で採択１件。
意見書案１件で原案可決１件。承認１件で決定１件。これで本日の日程は全て
終了いたしました。会議を閉じます。令和２年第１０回平取町議会定例会を閉
会いたします。お疲れさまでございました。なお閉会に当たりまして私のほう
から一言挨拶を申し上げます。
（議長 あいさつ）

続きまして町長より挨拶をお願いいたします。

町長 （町長 あいさつ）

議長 ありがとうございました。以上で全てを終了いたします。
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（閉 会 午後１時３１分）


